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第１章 「残業代」って何ですか？
１－０ プロローグ
１－１ 「残業代」には４種類ある！
１－２ 深夜に働くと発生する「割増賃金」って何ですか？
１－３ 休みの日に働いたらお給料はどうなるの？～法定休日労働～
１－４ 時間外労働～「１日８時間」＆「週40時間」を超えて働いた場合～
１－５ 深夜労働、法定休日労働、時間外労働の関係
１－６ 「法内残業」と残業代
コラム 「司法修習生」
第２章 「時間単価」について知ろう！
２－１ 月給制の残業代の計算方法～自分の“時間単価”を知ろう～
２－２ 「除外賃金」とは？
２－３ 歩合給がある場合の割増賃金の計算方法
コラム 求人詐欺
第３章 残業代についてのよくある誤解
３－１ 「残業代が出ない」という労働契約??
３－２ 「◯◯手当」は残業代？

３－３ 管理職には残業代が出ない？
３－４ 年俸制だから残業代は出ない？
３－５ みなし労働時間制①（事業場外みなし労働時間制）
３－６ みなし労働時間制②（裁量労働制）
コラム 「サービス残業」
第４章 残業代の請求方法について知ろう！
４－１ 「残業代」はいつまで請求できるの？～残業代請求の時効～
４－２ 「証拠」を集めよう！
４－３ 「裁判」と「労働審判」はどっちがおトク？
４－４ 労基署ってどうなの？
コラム 残業代請求の時効が５年になる？？？
第５章 これは労働時間になりますか？
５－１ これは「労働時間」にあたる？ あたらない？
５－２ 手待ち時間
５－３ 仮眠時間
コラム 「働き方改革」と「残業代ゼロ」
さいごに
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よくわかる

同一労働同一賃金に対応した人事制度に
ついて、コンサルタントの専門家が設計と
導入のノウハウを紹介！
長時間化する時間外労働（残業）は社会問題となっており、
いわゆるブラック企業では残業に対する賃金が支払われない
というケースは少なくありません。
本書では未払いの残業代を請求するために必要な法律の基礎
知識をはじめ、残業時間の計算方法、残業の証拠の収集方法
から解決までの流れなど、残業代を取り返すためのノウハウに
ついて、労働問題に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

★お近くの書店、または下記フリー FAX、労働調査会ホームページよりお申し込みください
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（厚労省・過労死等防止対策大綱の改定案を
示す）対策の数値目標を新たに柱の１つに据
える／（厚労省・29年11月の重点監督結果）約
37％の事業場に違法な時間外・休日労働が発
覚／（29年・中労委事務局調べ）早期退職優遇
制度を採用している企業が約５割に／ほか
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労務相談室
〔育休中の者が移籍出向後も引き続き育休〕育児休業給付は ───── 48
〔部長職の者が女性社員の服装や髪型等を注意〕セクハラか ───── 50
〔会社周辺等に監視カメラの設置〕個人情報保護法は ──────── 52

育 介 法
セ ク ハ ラ
個 人 情 報

特定社労士・松本雄之
弁護士・平田健二
弁護士・平井彩

回答者

＊＊本誌ご購読の皆様へ＊＊

ビジネスセミナー「労働塾」のご案内http://rouki.chosakai.ne.jp/
バックナンバーが閲覧できます!!

労災保険率は平成30年度から54業種中、
20業種で引下げ、３業種で引上げ

平成30年度 労働保険の年度更新手続等について

──────────── 6
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特集

（厚生労働省労働基準局労災保険財政数理室）

●本誌読者アンケート ─ 45●連載　労働スクラン
ブル○322（労働評論家・飯田康夫） ─ 46●わたしの
監督雑感　新潟・上越労働基準監督署長　上田克郎 
─ 54●編集室 ─ 56

アンケートへのご協力をお願い致します（45ページ）

───── 42●知っておくべき職場のルール

30人未満の小売業等が労使協定締結し
週所定労働時間を40時間内とする制度

〈第76回〉「１週間単位の非定型的変形労働時間制」

（編集部）
──────────── 38●企業税務講座

損害賠償金を受領せずとも
収益として計上すべき場合も

第90回　役員の不正による損害賠償金の計上時期

（弁護士・橋森正樹）

──────── 24

正規労働者と非正規労働者の間の
不合理な待遇差を解消する法整備

（弁護士・森井利和＆特定社会保険労務士・森井博子）

〈第46回〉働き方改革関係法律案要綱③

●弁護士＆元監督官がズバリ解決！
　～労働問題の「今」～

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関す
る法律案」について、「雇用形態にかかわらない公正
な待遇の確保」に係る改正の内容について解説して
もらう。この改正の意図は、「企業内における正規雇
用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差
の実効ある是正を図る」こととされている。

●パートⅠ／労災保険率等の改定について

７月10日までに申告・納付の手続を
（厚生労働省労働基準局労働保険徴収課）

●パートⅡ／手続上の留意点について


